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　市内に在住・在勤・在学する、おおむね20人以上が参加する集会等が対象です。
　※ 政治・宗教又は営利を目的とした集まりでの申し込みはお断りさせていただきます。

　電子申請（ちば電子申請サービス）を利用してお申し込みください。
　
　または、テーマ集から希望する講座をお選びいただき、実施希望日の1か月前までに、
　申込書を広報広聴課宛に提出してください（Ｅメール・郵送・ＦＡＸ・持参）。
　※ 申込書は、このテーマ集の29ページにあります。
　※ 市ホームページからダウンロードもできます。
　
　各区役所地域づくり支援課・テーマ担当課まで申込書をご持参いただくことも可能です。

　申し込み先（住所、メールアドレス等）は各テーマのページ、または裏表紙をご覧ください。

１　令和7年度千葉市政出前講座について

申し込みにあたってのお願い

　出前講座は、各テーマに基づいて、施策や制度について職員が説明を行い、
　質疑応答をとおして市政に関する理解を深めていただくための制度です。
　苦情や要望をお聞きする場ではありませんので、制度趣旨をご理解の上でお申し込みください。
　また、テーマ担当課の用務の都合により、実施希望の日時に添えない場合がありますので、
　ご了承ください。

　原則、平日の午前10時から午後 9時まで
　テーマの説明・質疑応答などを含め、60分から90分程度とします。
　※ 土・日・祝日の実施についてはご相談ください。

　令和 7年 6月 2日(月)から令和 8年 3月31日(火)まで
　※ 受付期間は、令和 7年 4月14日(月）から令和 8年 2月27日(金)まで

実施期間

実施時間

申込条件

申込方法

市ホームページはこちら→

千葉市 市政出前講座 検索

電子申請はこちら
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